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住
ま
い
や
身
の
回
り
の
こ
と

■
り
災
証
明
書
の
発
行

住
宅
等
の
被
害
程
度
を
証
明
し
ま
す
。
証
明
書
判
定
基
準

に
よ
り
、
各
種
制
度
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

２
月
21
日（
木
）に
発
生
し
た
地
震
に
よ
り
、
住
宅
に
被
害

を
受
け
た
、
ま
た
は
被
害
が
拡
大
し
た
方
は
、
り
災
証
明
に

係
る
再
調
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
り
災
証
明
を
発
行
済
み
の
方
や
２
次
調
査
を
実
施
済
み
の

方
も
、
発
行
し
た
り
災
証
明
書
全
て
を
返
却
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
再
調
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
で
に
各
種

支
援
制
度
等
で
証
明
書
を
使
用
し
て
い
る
場
合
、
ご
自
身
で

証
明
書
を
回
収
し
て
頂
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
雪
や
氷
が
あ
る
と
、
損
壊
を
確
認
で
き
な
い
場
合
が
あ
る

た
め
、
原
則
調
査
は
雪
解
け
後
に
な
り
ま
す
が
、
お
急
ぎ
の

事
情
が
あ
る
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
住
宅
以
外

の
建
物
の
再
調
査
に
つ
い
て
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問□ 

総
務
課
税
務
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
－
２
４
８
１

■
被
災
証
明
書
の
発
行

保
険
金
等
の
請
求
、
各
種
融
資
等
の
申
請
、
補
助
金
申
請

な
ど
、
関
係
機
関
か
ら
提
出
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
必
要
に

な
り
ま
す
。

問□ 

総
務
課
税
務
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
－
２
４
８
１

■
応
急
仮
設
住
宅

り
災
証
明
全
壊
〇
大
規
模
※
半
壊
※
一
部
※

民
間
賃
貸
住
宅
を
み
な
し
応
急
仮
設
住
宅
と
し
て
、
プ
レ

ハ
ブ
式
仮
設
住
宅
を
応
急
仮
設
住
宅
と
し
て
提
供
し
ま
す
。

※
住
宅
と
し
て
再
利
用
が
で
き
ず
居
住
で
き
な
い
場
合
は「
大

規
模
半
壊
」「
半
壊
」「
一
部
損
壊
」
の
場
合
も
対
象
で
す
。

問□  

建
設
課
建
築
住
宅
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
－
２
３
２
５

■
被
災
住
宅
の
応
急
修
理

り
災
証
明
全
壊
※
大
規
模
〇
半
壊
〇
一
部
－

壊
れ
た
住
宅
の
日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の

応
急
的
な
修
理
を
支
援
し
ま
す
。

※
応
急
修
理
に
よ
り
居
住
が
可
能
と
な
る
場
合
は
「
全
壊
」

の
場
合
も
対
象
で
す
。

受□ 

３
月
2９
日（
金
）ま
で
（
修
繕
工
事
が
４
月
以
降
に
な
る

場
合
や
、
見
積
書
が
間
に
合
わ
な
い
場
合
も
申
込
書
の
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。）

問□  

建
設
課
建
築
住
宅
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
－
２
３
２
５

■
被
災
住
宅
の
解
体
撤
去

り
災
証
明
全
壊
〇
大
規
模
△
半
壊
△
一
部
－

り
災
証
明
に
よ
り
全
壊
と
判
定
さ
れ
た
個
人
の
家
屋
や
中

小
企
業
の
事
業
所
を
解
体
撤
去
し
ま
す
。

※
「
半
壊
」「
大
規
模
半
壊
」
と
判
定
さ
れ
た
も
の
は
、
一

部
補
助
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
相
談

く
だ
さ
い
。

受□ 

３
月
2９
日（
金
）ま
で

問□  

町
民
福
祉
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ 

被
災
家
屋
解
体
ダ
イ

ヤ
ル 

☎
０
８
０
－
２
８
７
３
－
０
４
８
９

■
復
旧
作
業
実
施
に
伴
う
倒
木
の
撤
去

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

道
路
、
河
川
、
農
地
、
宅
地
、
山
地
等
の
復
旧
作
業
に
よ

り
発
生
し
て
い
る
倒
木
の
撤
去
を
行
い
ま
す
。
撤
去
に
異
議

の
あ
る
方
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

問□ 

産
業
経
済
課
農
林
業
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
－
２
４
１
９

■
厚
真
町
住
宅
復
旧
支
援
事
業
補
助
金

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

被
災
し
た
住
宅
の
早
期
復
興
の
た
め
、
被
災
者
が
町
内
で

行
う
住
宅
基
礎
の
傾
斜
修
復
工
事
と
、
そ
れ
に
併
せ
て
実
施

す
る
住
宅
下
の
地
盤
改
良
工
事
に
か
か
る
費
用
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。

問□  

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
総
合
戦
略
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
－

３
１
７
９

■
厚
真
町
住
宅
再
建
融
資
利
子
助
成
事
業
補
助
金

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

被
災
し
た
住
宅
の
早
期
復
興
の
た
め
、
被
災
者
が
町
内
で

住
む
た
め
の
住
宅
を
新
築
ま
た
は
購
入
す
る
た
め
に
金
融
機

関
等
か
ら
融
資
を
受
け
た
場
合
の
借
入
金
に
か
か
る
利
子
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

問□  

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
総
合
戦
略
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
－

３
１
７
９

■
厚
真
町
リ
バ
ー
ス
モ
ゲ
ー
ジ
利
子
助
成
事
業
補
助
金

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

被
災
し
た
住
宅
の
早
期
復
興
の
た
め
、
被
災
者
が
町
内
で

住
む
た
め
の
住
宅
を
新
築
ま
た
は
購
入
す
る
た
め
に
金
融
機

関
等
か
ら
融
資
を
受
け
た
場
合
の
借
入
金
に
か
か
る
利
子
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

問□  

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
総
合
戦
略
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
－

３
１
７
９

お
金
に
関
す
る
こ
と

■
被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

り
災
証
明
全
壊
〇
大
規
模
〇
半
壊
△
一
部
△

り
災
証
明
書
（
り
災
者
区
分
が
物
件
居
住
者
の
も
の
）
の

り
災
程
度
が
①
全
壊
、
大
規
模
半
壊
の
方
、
②
半
壊
、
大
規

模
半
壊
で
、
住
宅
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
非
常
に
危
険

で
あ
っ
た
り
、
修
理
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
高
い
経
費
が
か

か
る
た
め
住
宅
を
解
体
し
た
方
（
解
体
世
帯
）
③
住
宅
の
敷

地
に
被
害
が
生
じ
る
な
ど
し
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
非

北
海
道
胆
振
東
部
地
震
で
被
災
さ
れ
た
皆
さ
ま

へ
の
支
援
情
報
で
す
。
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
支
援
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

受□  

…
受
付
期
間　
　
問□ 
…
問
い
合
わ
せ

被
災
者
支
援
情
報

〈
概
要
版
〉

常
に
危
険
で
あ
っ
た
り
、
修
理
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
高
い

経
費
が
か
か
る
た
め
住
宅
を
解
体
し
た
方
（
敷
地
被
害
解
体

世
帯
）
に
支
援
金
を
支
給
し
ま
す
。

受□  

基
礎
支
援
金
…
10
月
５
日（
土
）ま
で
、
加
算
支
援
…

２
０
２
１
年
10
月
５
日（
火
）ま
で
□

問□ 

町
民
福
祉
課
福
祉
グ
ル
ー
プ 

☎
２
６
－
７
８
７
２

■
災
害
弔
慰
金
・
災
害
障
害
見
舞
金
（
町
）

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

災
害
に
よ
り
死
亡
さ
れ
た
町
民
の
方
の
ご
遺
族
に
対
し
て
、

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
、
災
害
弔

慰
金
を
支
給
し
ま
す
。
ま
た
、
地
震
に
よ
り
直
接
死
亡
さ
れ

た
方
以
外
で
、
地
震
が
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
「
災
害
関
連

死
」
と
思
わ
れ
る
方
の
遺
族
な
ど
か
ら
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

受□ 

対
象
者
に
は
個
別
に
手
続
き
に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す
。

問□ 

町
民
福
祉
課
福
祉
グ
ル
ー
プ 

☎
２
６
－
７
８
７
２

■
災
害
弔
慰
金
・
見
舞
金
（
北
海
道
）

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

災
害
に
よ
り
死
亡
さ
れ
た
方
の
ご
遺
族
や
重
傷
者
ご
本
人

に
対
し
て
、
北
海
道
災
害
弔
慰
金
等
支
給
要
綱
に
基
づ
き
、

災
害
弔
慰
金
・
見
舞
金
を
支
給
し
ま
す
。

受□  

対
象
者
に
は
個
別
に
手
続
き
に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す
。□

問□  

胆
振
総
合
振
興
局
地
域
政
策
課 

☎
０
１
４
３
－
２
４
－

９
５
６
７

■
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
等
が
、
就
労
や
児
童
の
就
学
な
ど

で
資
金
を
貸
し
付
け
ま
す
。

問□  

胆
振
総
合
振
興
局
社
会
福
祉
課
子
ど
も
子
育
て
支
援
係 

☎
０
１
４
３
－
２
４
－
９
８
４
５

■
年
金
担
保
貸
付

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

国
民
年
金
、
厚
生
年
金
、
労
災
年
金
を
担
保
に
、
保
健
・

医
療
や
住
宅
改
修
資
金
な
ど
を
貸
し
付
け
ま
す
。

問□ □ □独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構 

☎
０
３
－
３
４
３
８
－

０
２
２
４

■
恩
給
担
保
貸
付

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

恩
給
等
を
担
保
に
教
育
費
や
居
住
関
係
費
、
事
業
資
金
等

を
貸
し
付
け
ま
す
。

問□  

㈱
日
本
政
策
金
融
公
庫
室
蘭
支
店 

☎
０
１
４
３
－
４
４

－
１
７
３
１

■
住
宅
被
害
見
舞
金
（
北
海
道
）

り
災
証
明
全
壊
〇
大
規
模
〇
半
壊
〇
一
部
－

災
害
に
よ
り
自
己
所
有
の
家
屋
な
ら
び
に
借
家
に
居
住
し

被
災
し
た
世
帯
主
に
対
し
、
北
海
道
自
然
災
害
に
伴
う
住
家

被
害
見
舞
金
支
給
要
綱
に
基
づ
き
、
住
家
被
害
見
舞
金
を
支

給
し
ま
す
。

問□  □胆
振
総
合
振
興
局
地
域
政
策
課 

☎
０
１
４
３
－
２
４
－

９
５
６
７

受□  

対
象
者
に
は
個
別
に
手
続
き
に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す
。

■
災
害
復
興
住
宅
融
資

り
災
証
明
全
壊
〇
大
規
模
〇
半
壊
〇
一
部
－

地
震
に
よ
り
住
宅
に
被
害
を
受
け
た
方
に
住
宅
を
建
設
・

購
入
・
補
修
す
る
た
め
の
資
金
を
貸
し
付
け
ま
す
。

受□  

２
０
２
０
年
９
月
５
日（
土
）ま
で
□

問□  

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構 

☎
０
１
２
０
－

０
８
６
－
３
５
３

■
住
宅
ロ
ー
ン
の
返
済

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

　
一
般
財
団
法
人
自
然
災
害
被
災
者
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
運
営
機
関
に
よ
り
ま
と
め
ら
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
り

住
宅
ロ
ー
ン
の
免
除
・
減
額
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き
が
あ

り
ま
す
。

問□  

全
国
銀
行
協
会
相
談
室 

☎
０
５
７
０
－
０
１
７
－

１
０
９

■
義
援
金
の
配
分

り
災
証
明
全
壊
○
大
規
模
〇
半
壊
〇
一
部
○

厚
真
町
・
北
海
道
へ
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
義
援
金
を
配
分

し
ま
す
。

受□   

□３
月
４
日（
月
）～
３
月
15
日（
金
）…
修
繕
を
行
っ
た
自

己
所
有
物
件
居
住
者（
対
象
地
域
：
美
里
、
豊
沢
、
上
野
、

豊
川
、
共
栄
、
富
野
、
上
厚
真
地
区
） 

３
月
18
日（
月
）～
３
月
2９
日（
金
）…
修
繕
を
行
っ
た
自

己
所
有
物
件
居
住
者（
対
象
地
域
：
共
和
、
厚
和
、
鯉
沼
、

浜
厚
真
、
軽
舞
、
豊
丘
、
鹿
沼
地
区
）

※
人
的
被
害
、
住
家
被
害
を
受
け
た
方
も
引
き
続
き
受
け
付

け
て
い
ま
す
。□

問□ 

総
務
課
財
政
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
－
２
４
８
１

役
所
の
手
続
き
の
こ
と

■
国
税
の
特
別
措
置

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

地
震
に
よ
り
被
害
が
あ
っ
た
方
を
対
象
に
、
国
税
の
特
例

措
置
が
あ
り
ま
す
。

問□ 

苫
小
牧
税
務
署 

☎
０
１
４
４
－
３
２
－
３
１
６
５

■
道
税
の
特
別
措
置

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

地
震
に
よ
り
被
害
が
あ
っ
た
方
を
対
象
に
、
道
税
の
特
例

措
置
が
あ
り
ま
す
。

問□  

苫
小
牧
道
税
事
務
所 

☎
０
１
４
４
－
３
２
－
５
１
７
８

（
個
人
事
業
税
）、
☎
０
１
４
４
－
３
２
－
５
１
９
０

（
不
動
産
取
得
税
）
☎
０
１
４
４
－
３
２
－
５
１
９
１

（
道
税
の
納
税
）、
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部 

☎

０
１
１
－
７
４
６
－
１
１
９
３
（
自
動
車
税
）

■
町
税
の
減
免
　

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

地
震
被
害
の
程
度
に
応
じ
て
、
町
に
納
め
て
い
た
だ
く
税

金
が
申
請
に
よ
り
免
除
や
減
免
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問□ 

総
務
課
税
務
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
－
２
４
８
１
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受□ 

１
月
25
日（
金
）〜

■
地
震
被
害
の
確
定
申
告

地
震
の
被
害
に
つ
い
て
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
こ

と
に
よ
り
所
得
税
等
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問□  

総
務
課
税
務
グ
ル
ー
プ
（
☎
２
７
–
２
４
８
１
）、
苫
小

牧
税
務
署
（
☎
０
１
４
４
–
３
２
–
３
１
６
５
）

■
年
金
手
帳
な
ど
を
紛
失
し
た
と
き
・
国
民
年
金
等
の
保
険

料
が
払
え
な
い
と
き

り
災
証
明
全
壊
○
大
規
模
○
半
壊
○
一
部
－

年
金
手
帳
、
年
金
証
書
を
紛
失
し
た
場
合
は
再
発
行
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
て
い

る
第
１
号
被
保
険
者
の
方
で
、
そ
の
方
の
財
産
に
係
る
損
害

が
２
分
の
１
以
上
の
場
合
（
り
災
証
明
書
が
半
壊
以
上
の
方

等
）
は
、
申
請
を
す
る
と
２
０
１
８
年
８
月
分
〜
２
０
２
０

年
６
月
分
の
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

問□  

町
民
福
祉
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ 

☎
２
６
–
７
８
７
１
、

日
本
年
金
機
構
苫
小
牧
年
金
事
務
所 

☎
０
１
４
４
–

３
６
–
６
１
３
５

■
登
記
済
証
、
登
記
識
別
情
報
を
紛
失
し
た
と
き

り
災
証
明
全
壊
○
大
規
模
○
半
壊
－
一
部
※

登
記
済
証
（
権
利
証
）、
登
記
識
別
情
報
を
紛
失
し
た
場

合
、
不
動
産
の
売
買
、
贈
与
、
抵
当
権
設
定
時
に
他
の
方
法

で
所
有
者
本
人
確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

問□  

札
幌
法
務
局
苫
小
牧
支
局 

☎
０
１
４
４
–
３
４
–
７
４

０
３

■
運
転
免
許
証
を
紛
失
し
た
と
き

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

地
震
に
よ
り
自
動
車
運
転
免
許
証
を
汚
損
、
紛
失
し
た
場

合
は
再
交
付
で
き
ま
す
。
ま
た
再
交
付
手
数
料
が
免
除
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問□  

苫
小
牧
警
察
署 

☎
０
１
４
４
–
３
５
–
０
１
１
０
、
運

転
免
許
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス 

☎
０
１
１
–
６
９
９
–

８
６
５
４

■
各
種
証
明
書
の
発
行

り
災
証
明
全
壊
○
大
規
模
○
半
壊
○
一
部
－

各
種
手
続
き
に
使
用
す
る
各
種
証
明
書
に
つ
い
て
は
手
数

料
を
免
除
し
ま
す
。

問□  

町
民
福
祉
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ 

☎
２
６
–
７
８
７
１
、

総
務
課
税
務
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
–
２
４
８
１

■
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免
等

り
災
証
明
全
壊
○
大
規
模
○
半
壊
○
一
部
－

住
居
の
被
害
に
あ
っ
た
方
を
対
象
に
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
に
つ
い
て
減
免
、
ま
た
は
分
割
納
付
・
納
付
猶
予
を
行

い
ま
す
。

問□ 

町
民
福
祉
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ 

☎
２
６
–
７
８
７
１

■
児
童
扶
養
手
当
の
受
給

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

災
害
に
よ
り
住
宅
等
に
損
害
を
受
け
た
場
合
、
所
得
制
限

に
よ
っ
て
一
部
ま
た
は
全
部
停
止
に
な
っ
て
い
た
児
童
扶
養

手
当
を
全
部
支
給
と
な
る
よ
う
申
請
で
き
ま
す
。

問□ 
町
民
福
祉
課
子
育
て
支
援
グ
ル
ー
プ
☎
２
６
–
７
８
７
２

■
自
動
車
に
被
害
を
受
け
た
と
き

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

被
災
し
た
自
動
車
を
処
分
し
、
代
替
自
動
車
を
購
入
し
た

場
合
、
自
動
車
取
得
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
被
災
自

動
車
の
重
量
税
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

問□  

室
蘭
運
輸
支
局 

☎
０
５
０
–
５
５
４
０
–
２
０
０
４
、
軽

自
動
車
検
査
協
会
室
蘭
事
務
所 

☎
０
５
０
–
３
８
１
６

–
１
７
６
６

■
医
療
機
関
受
診
時
の
一
部
負
担
金
免
除
（
延
長
）

り
災
証
明
全
壊
○
大
規
模
○
半
壊
○
一
部
△

一
定
の
被
害
が
あ
っ
た
厚
真
町
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
に
つ
い
て
、
医
療
機
関
の
窓
口

で
支
払
う
一
部
負
担
金
免
除
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
８

月
31
日（
土
）ま
で
の
受
診
が
対
象
で
、
平
成
30
年
９
月
〜
平

成
31
年
１
月
に
医
療
機
関
を
受
診
し
た
方
に
は
、
償
還
払
い

を
行
い
ま
す
。

受□ 

 

 

３
月
11
日（
月
）〜　

※
平
成
30
年
９
月
〜
平
成
31
年
１
月
分
は
受
付
中
 

問□ 

町
民
福
祉
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ 

☎
２
６
–
７
８
７
１

■
飲
用
井
戸
の
水
質
検
査

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

地
震
の
影
響
に
よ
り
新
た
に
飲
用
水
の
検
査
が
必
要
に
な

っ
た
方
を
対
象
に
飲
用
井
戸
の
水
質
検
査
手
数
料
を
補
助
し

ま
す
。

受□ 

３
月
29
日（
金
）ま
で

問□ 

町
民
福
祉
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ
☎
２
６
–
７
８
７
１

■
飲
用
井
戸
等
給
水
施
設
整
備
事
業
補
助
金

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

未
給
水
区
域
の
住
宅
に
居
住
す
る
（
ま
た
は
居
住
し
よ
う

と
す
る
）
方
の
う
ち
、
飲
用
水
等
の
給
水
施
設
を
新
設
し
よ

う
と
す
る
方
、
災
害
等
に
よ
り
枯
渇
、
汚
染
ま
た
は
破
損
し
、

飲
用
水
等
の
確
保
が
著
し
く
困
難
に
な
っ
た
施
設
を
所
有
す

る
方
の
飲
用
井
戸
等
の
給
水
施
設
整
備
の
経
費
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。

問□ 

町
民
福
祉
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ
☎
２
６
–
７
８
７
１

■
農
業
用
井
戸
等
給
水
施
設
整
備
事
業
補
助
金

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

未
給
水
区
域
で
農
業
経
営
を
し
て
い
る
方
の
う
ち
、
給
水

施
設（
農
業
用
水
等
の
確
保
の
た
め
農
業
用
井
戸
等
の
取
水
、

導
水
、
送
水
お
よ
び
配
水
の
施
設
）
を
新
設
し
よ
う
と
す
る

方
、
既
設
の
水
源
が
災
害
等
に
よ
り
枯
渇
、
汚
染
ま
た
は
破

損
し
、
農
業
用
水
等
の
確
保
が
著
し
く
困
難
に
な
っ
た
施
設

を
所
有
す
る
方
の
農
業
用
井
戸
等
の
給
水
施
設
整
備
の
経
費

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

問□ 

産
業
経
済
課
農
林
業
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
–
２
４
１
９

■
栄
養
士
・
調
理
師
免
許
に
関
す
る
手
数
料
の
免
除

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

被
災
に
よ
り
栄
養
士
・
調
理
師
免
許
証
を
亡
失
・
汚
損
し

た
方
等
に
対
し
、
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
各
種
手
数
料
を
免

除
し
ま
す
。

問□  

北
海
道
苫
小
牧
保
健
所 

☎
０
１
４
４
–
３
４
–
４
１
６

８
■
あ
つ
ま
ネ
ッ
ト
使
用
料
等
の
特
例

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

全
地
域
の
平
成
30
年
10
月
分
使
用
料
（
使
用
日
８
月
20
日

〜
９
月
19
日
）
と
吉
野
・
富
里
・
高
丘
・
幌
内
地
区
の
解
約

に
係
る
手
数
料
は
徴
収
し
ま
せ
ん
。
吉
野
・
富
里
・
高
丘
・

幌
内
地
区
は
サ
ー
ビ
ス
を
休
止
し
て
い
ま
す
の
で
、
使
用
料

は
発
生
し
ま
せ
ん
。

問□  

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
企
画
調
整
グ
ル
ー
プ
☎
２
７
–

３
１
７
９

■
国
民
健
康
保
険
料
の
減
免

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

地
震
に
よ
っ
て
納
付
義
務
者
ま
た
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る

被
保
険
者
の
所
有
す
る
住
宅
ま
た
は
家
財
に
被
害
を
受
け
た

場
合
な
ど
に
、
そ
の
被
害
の
程
度
に
応
じ
て
国
民
健
康
保
険

料
を
軽
減
す
る
減
免
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

問□ 

町
民
福
祉
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ 

☎
２
６
–
７
８
７
１

受□ 

１
月
25
日（
金
）〜

■
介
護
保
険
料
の
減
免

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

地
震
に
よ
っ
て
第
１
号
被
保
険
者
ま
た
は
世
帯
の
生
計
を

主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
所
有
す
る
住
宅
（
居
住
に
係
る
住

宅
）
ま
た
は
平
年
に
お
け
る
事
業
収
入
額
の
10
分
の
３
以
上

の
減
少
に
よ
る
損
失
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
被
害
の
程
度
に

応
じ
て
介
護
保
険
料
を
軽
減
す
る
減
免
措
置
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問□ 

町
民
福
祉
課
福
祉
グ
ル
ー
プ 

☎
２
６
–
７
８
７
２

受□ 

１
月
25
日（
金
）〜

民
間
の
手
続
き
の
こ
と

■
法
律
相
談

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

被
災
さ
れ
た
方
に
対
し
、
無
料
電
話
法
律
相
談
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

問□  

札
幌
弁
護
士
会 

☎
０
１
２
０
–
３
２
５
–
１
０
４
（
受

付
時
間
：
平
日
…
14
時
〜
17
時
）、
札
幌
司
法
書
士
会 

☎
０
１
２
０
–
１
１
５
–
５
５
９
（
受
付
時
間
：
10
時

〜
16
時
、
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
除
く
）

事
業
者
の
方
へ

■
中
小
企
業
者
向
け
融
資
制
度

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

今
回
の
災
害
が
原
因
で
売
上
高
等
が
減
少
し
て
い
る
中
小

企
業
を
支
援
す
る
た
め
の
措
置
を
行
い
ま
す
。

こ
の
た
び
の
地
震
災
害
等
に
よ
り
、
厚
真
町
は
セ
ー
フ
テ

ィ
ネ
ッ
ト
保
障
第
４
号
に
お
け
る
指
定
地
域
と
な
り
ま
し
た
。

問□  

産
業
経
済
課
経
済
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
–
２
４
８
６

■
厚
真
町
中
小
企
業
災
害
復
旧
資
金
融
資
制
度（
災
害
融
資
）

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

被
災
し
た
町
内
の
中
小
企
業
等
の
早
期
復
旧
と
経
営
の
安

定
を
図
る
た
め
に
運
転
資
金
・
設
備
資
金
を
融
資
し
ま
す
。

問□  

産
業
経
済
課
経
済
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
–
２
４
８
６
、
苫

小
牧
信
用
金
庫
厚
真
支
店
☎
２
７
–
２
２
３
６
、
町
商

工
会
☎
２
７
–
２
４
５
６

■ 

中
小
企
業
災
害
復
旧
資
金
補
給
金

り
災
証
明
全
壊
－
大
規
模
－
半
壊
－
一
部
－

中
小
企
業
等
の
復
旧
に
係
る
経
費
の
軽
減
を
図
り
、
早
期

復
旧
と
経
営
の
安
定
化
の
た
め
、
災
害
融
資
に
係
る
利
子
の

一
部
を
補
給
し
ま
す
。

問□  

産
業
経
済
課
経
済
グ
ル
ー
プ 

☎
２
７
–
２
４
８
６
、
町

商
工
会
☎
２
７
–
２
４
５
６

問い合わせ　総務課災害復興グループ　☎27-2321

　平成30年北海道胆振東部地震で被災された皆さまへ主
な支援制度を取りまとめたガイドブックを発行しています。
制度の詳細や活用方法は各担当へお問い合わせください。

毎月第４金曜日
※内容を追加・変更した場合に発行します。
・町内全戸配布
 シルバー人材センターから各自治会へ配布されます。
※３月22日で全戸配布を終了します。変更や追加が
あった場合は、広報紙やホームページに掲載します。
・窓 口 設 置
 役場、総合ケアセンターゆくり、青少年センター、上
厚真支所
※3月22日以降も発行し設置します。

発 行 日

配布方法

生活再建に向けた支援ガイドブック 北海道胆振東部地震復興応援イベント
えがお咲く！

ＮＨＫファミリーフェス in 厚真町

会場：厚真スポーツセンター
３３0 ・３1月 日

日土
日 入場無料

ＮＨＫ室蘭放送局では、北海道胆振東部
地震による甚大な被害から復興へ向かう被
災地を応援するため、元気と笑顔を届ける
イベントを開催します。

イベント内容

問い合わせ：ＮＨＫプラネット北海道「ＮＨＫ
ファミリーフェス」係（☎011-207-2499）

・ワンワンとあそぼうショー（両日）
・びじゅチューン！ライブ（30日）
・Foorinとパプリカをおどろう！（31日）
・厚真郷芸保存会　和太鼓演奏（30日）
・厚真町民吹奏楽団　吹奏楽演奏（31日） ほか
詳しくは折り込みチラシをご確認ください。
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